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飼料用米をめぐる情勢について
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米の需要量の推移
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禁煙近年は▲８万㌧／年程度

禁 煙近は▲10万㌧／年程度

○ 主食用米の全国ベースの需要量は一貫して減少傾向にある。 近は人口減等を背景に年10万トン程度に

減少幅が拡大。

資料︓農林⽔産省「⽶穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

【主食用米の需要量の推移】
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水田の利用状況の推移

○ 主食用米の需要が毎年減少する中で、麦、大豆等の需要のある作物への作付転換を進めている。

※ 、（）は飼料用米のみの面積

〔25年産〕 水稲作付面積：165万ha 加工用米：3.8万ha

加工用米：2.8万ha

加工用米：4.7万ha
飼料用米等：12.5万ha（8.0万ha）

〔23年産〕 水稲作付面積：163万ha

加工用米：3.9万ha

飼料用米等：6.6万ha（3.4万ha）

備蓄米：1.2万ha
〔24年産〕 水稲作付面積：164万ha 加工用米：3.3万ha

飼料用米等：6.8万ha（3.5万ha）

備蓄米：1.5万ha

〔26年産〕 水稲作付面積：164万ha 加工用米：4.9万ha
飼料用米等：7.1万ha（3.4万ha）

備蓄米：4.5万ha
〔27年産〕 水稲作付面積：162万ha

備蓄米：4.5万ha

飼料用米等：5.4万ha（2.2万ha）

備蓄米：3.3万ha

〔28年産〕 水稲作付面積：161万ha

備蓄米：4.0万ha

飼料用米等：13.9万ha（9.1万ha）
加工用米：5.1万ha

〔22年産〕 水稲作付面積：166万ha

飼料用米等：3.7万ha（1.5万ha）

〔29年産〕 水稲作付面積：160万ha

備蓄米：3.5万ha

飼料用米等：14.3万ha（9.2万ha）

〔30年産〕 水稲作付面積：159万ha

備蓄米：2.2万ha

飼料用米等：13.1万ha（8.0万ha）
加工用米：5.1万ha

〔令和元年産〕 水稲作付面積：158万ha 加工用米：4.7万ha
飼料用米等：12.4万ha（7.3万ha）

備蓄米：3.3万ha
〔２年産〕 水稲作付面積：158万ha 加工用米：4.5万ha

飼料用米等：12.6万ha（7.1万ha）

備蓄米：3.7万ha

〔３年産〕 水稲作付面積：156万ha 加工用米：4.8万ha
飼料用米等：17.5万ha（11.6万ha）

備蓄米：3.6万ha

主食用米：158万ha

主食用米：153万ha

主食用米：152万ha

主食用米：152万ha

主食用米：147万ha

主食用米：141万ha

主食用米：138万ha
加工用米：5.2万ha

主食用米：137万ha

主食用米：139万ha

主食用米：138万ha

主食用米：137万ha

主食用米：130万ha
〔４年産〕 水稲作付面積：155万ha

主食用米：125万ha
加工用米：5.0万ha 飼料用米等：20.8万ha（14.2万ha）

備蓄米：3.6万ha

※ 水稲、麦、大豆：「耕地及び作付面積統計」、主食用米：「作物統計」、加工用米、飼料用米等（飼料用米、米粉用米、ＷＣＳ用稲、新市場開拓用米等）：「新規需要米の取組計画認定状況」
備蓄米：地域農業再生協議会が把握した面積

麦：17万ha

大豆：12万ha

大豆：12万ha 麦：17万ha

大豆：11万ha

大豆：11万ha

大豆：11万ha

大豆：12万ha

麦：17万ha

麦：17万ha

麦：17万ha

麦：17万ha

麦：17万ha

大豆：12万ha

麦：17万ha大豆：12万ha

麦：17万ha大豆：12万ha

麦：18万ha大豆：11万ha

大豆：12万ha

大豆：12万ha 麦：17万ha

麦：18万ha

大豆：12万ha 麦：19万ha



２．農業の持続的な発展に関する施策

（６）需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造
の合理化

エ 米粉用米・飼料用米

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

食料・農業・農村基本計画（抜粋）

③ 米政策改革の着実な推進と水田における高収益作物等への転換

米粉用米については、ノングルテン米粉第三者認証制度や米粉の

用途別基準の活用、ピューレ等の新たな米粉製品の開発・普及によ

り国内需要が高まっており、引き続き需要拡大を推進するとともに、

加工コストの低減や海外のグルテンフリー市場に向けて輸出拡大を

図っていく。また、実需者の求める安定的な供給に応えるため、生

産と実需の複数年契約による長期安定的な取引の拡大等を推進する。

飼料用米については、地域に応じた省力・多収栽培技術の確立・

普及を通じた生産コストの低減を実現するとともに、バラ出荷等に

よる流通コストの低減、耕畜連携の推進、飼料用米を給餌した畜産

物のブランド化に取り組む。また、近年の飼料用米の作付けの動向

を踏まえ、実需者である飼料業界等が求める米需要に応えられるよ

う、生産拡大を進めることとし、生産と実需の複数年契約による長

期安定的な取引の拡大等を推進する。

食料消費の

見通し

生産努力

目標

（万トン）

克服すべき課題
国内消費仕向量

（万トン）

１人・１年

当たり消費量

（kg/人・年）

平成30

年度

令和12

年度

平成30

年度

令和12

年度
米 845

(54)
797

(51)
821 806○事前契約・複数年契約などによる実需

と結びついた生産・販売
○農地の集積・集約化による分散錯圃(ほ

)の解消・連坦(たん)化の推進
○多収品種やスマート農業技術等による

多収・省力栽培技術の普及、資材費の
低減等による生産コストの低減

米
米粉用米・
飼料用米を
除く

799
(54)

714
(50)

775 723○食の簡便化志向、健康志向等の消費者
ニーズや中食・外食等のニーズへの対
応に加え、インバウンドを含む新たな
需要の取り込み

○コメ・コメ加工品の新たな海外需要の
拡大、海外市場の求める品質や数量等
に対応できる産地の育成

米粉用米 2.8
(0.2)

13
(0.9)

2.8 13○大規模製造ラインに適した技術やアル
ファ化米粉等新たな加工法を用いた米
粉製品の開発による加工コストの低減

○国内産米粉や米粉加工品の特徴を活か
した輸出の拡大

飼料用米 43
(－)

70
(－)

43 70○飼料用米を活用した畜産物のブランド
化と実需者・消費者への認知度向上・
理解醸成及び新たな販路開拓

○バラ出荷やストックポイントの整備等
による流通段階でのバラ化経費の削減
や輸送経路の効率化等、流通コストの
低減

○単収の大幅な増加による生産の効率化

（第１表）令和12年度における食料消費の見通し及び生産努力目標

注１：政策の実施に当たっては、食料消費の見通しや生産努力目標を見据えつつ、その時々の国内
外の需要や消費動向の変化等に臨機応変に対応し、国内生産の維持・増大と農業者の所得向
上を実現していくものとする。 3

食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）における飼料用米の位置づけ（抜粋）

ア 消費者・実需者の需要に応じた多様な米の安定供給

国内の米の消費の減少が今後とも見込まれる中、水田活用の直接

支払交付金による支援等も活用し水田のフル活用を図るとともに、

米政策改革を定着させ、国からの情報提供等も踏まえつつ、生産者

や集荷業者・団体が行う需要に応じた生産・販売を着実に推進する。
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飼料用米の需要



家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与可能と見込まれる水準

調製や給与方法等を工夫して利用すべき水準

様々な影響に対し、調製や給与方法を十分に注意して利用しなければならない水準

配合飼料原料に飼料用米を利用した場合の利用量（ケース別の試算）

資料：農水省調べ （配合飼料生産量は飼料月報（公益社団法人配合飼料供給安定機構発行：令和４年度）、

配合可能割合は畜産栄養有識者からの聞取り及び研究報告をもとに試算）

注：利用可能量は、配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。ラウンドの関係で合計等が一致しない場合がある。
5

区分 採卵鶏 ブロイラー 養 豚 乳 牛 肉 牛 合 計

配合飼料生産量 624万㌧ 382万㌧ 559万㌧ 314万㌧ 473万㌧

配合可能割合 20% 50% 15% 10% 3%

利用可能量 125万㌧ 191万㌧ 84万㌧ 31万㌧ 14万㌧ 445万㌧

区分 採卵鶏 ブロイラー 養 豚 乳 牛 肉 牛 合 計

配合飼料生産量 624万㌧ 382万㌧ 559万㌧ 314万㌧ 473万㌧

配合可能割合 50% 60% 30% 20% 20%

利用可能量 312万㌧ 229万㌧ 168万㌧ 63万㌧ 95万㌧ 866万㌧

区分 採卵鶏 ブロイラー 養 豚 乳 牛 肉 牛 合 計

配合飼料生産量 624万㌧ 382万㌧ 559万㌧ 314万㌧ 473万㌧

配合可能割合 60% 60% 50% 30% 30%

利用可能量 374万㌧ 229万㌧ 280万㌧ 94万㌧ 142万㌧ 1,119万㌧



飼料用米の需要量

○ 農林水産省では、畜産農家と耕種農家とのマッチングのため、新規需要について要望調査を実施しており、

令和５年産飼料用米については、畜産農家から約1.6万トン（93件）の希望が寄せられているところ。

〇 さらに、全農グループ飼料会社において約47万トン、日本飼料工業会において約91万トンの使用可能数量が報
告されるなど、配合飼料メーカーからの要望もあるところ。

○ 畜産農家とのマッチング

① 新たに飼料用米の供給を希望する畜産農家の連

絡先や希望数量・価格等の取引条件を聞き取り、需

要者情報としてとりまとめ、産地側（地域再生協・耕

種農家等）へ提供

② 地域（再生協）における飼料用米の作付面積や数

量を聞き取り、産地情報として取りまとめ、利用側

（畜産農家等）へ提供

③ 各関係機関が連携し、マッチング活動を推進

農林水産省（本省・農政局等）

耕
種
農
家

都道府県、県農業再生協議会

地域農業再生協議会
①

②
③

畜
産
農
家

6

・ 飼料業界の主要４団体が、飼料用米の生産拡大に向け、飼料

用米に取り組む生産者に対するメッセージをとりまとめ、公表。

・ 当面の飼料用米の使用可能数量は4団体で120万トン程度と

十分に利用できる体制になっており、安心して飼料用米生産に

取り組んでいただきたい旨が記載。

○ 飼料用米の畜産農家における新規需要量及び飼料業界
団体における使用可能数量

・ 畜産農家の新規需要量 ：約1.6万トン（93件） （令和５年１月現在）

・ 全農グループ飼料会社：年間約47万トン

（米使用可能数量約63万トンのうちＭＡ米・備蓄米を含まない数量。）

・ （協）日本飼料工業会組合員工場 ：年間約91万トン

（米使用可能数量のうちＭＡ米・備蓄米を含まない数量。）

○ 飼料業界主要４団体の飼料用米生産拡大に向けた
メッセージ （平成29年3月28日公表）



○ 各飼料業界団体における国産飼料用米の年間使用可能数量は、約140万トン。

○ 畜種別には、肉用牛約８万トン、乳用牛約12万トン、豚約35万トン、採卵鶏約46万トン、ブロイラー約43万トン。

飼料用米の畜種・業界団体別使用可能量

7

注１：各飼料業界団体からの聞き取りであり、輸入とうもろこし以下の価格であることを前提に、現状の施設・能力から試算した使用可能数量（５年１月現在）
２：各飼料業界団体の畜種別使用可能見込数量は畜種別使用割合から試算した数量。
３：各飼料業界団体の畜種別使用割合(政府備蓄米及びMA米を含む使用割合)は、聞き取り等により算出。
４：全国酪農業協同組合連合会及び日本養鶏連の使用可能数量には飼料用米のほか一部政府備蓄米及びＭＡ米を含む。
５：四捨五入の関係で合計欄が一致しない場合がある。

肉用牛 乳用牛 豚 採卵鶏 ブロイラー 合 計

全農グループ飼料会社
千トン 23 28 135 168 117 466

（使用割合） 5% 6% 29% 36% 25% 100%

日本飼料工業会組合員工場
千トン 54 73 218 263 300 908

（使用割合） 6％ 8％ 24％ 29％ 33％ 100%

全国酪農業協同組合連合会
千トン 2.4 13.7 － － － 16.1

（使用割合） 15% 85% － － － 100%

日本養鶏連
千トン 1.5 － 0.7 23.9 11.2 37.4

（使用割合） 4% － 2％ 64% 30% 100%

合 計
千トン 81 115 354 455 428 1,428

（使用割合） 6% 8% 25% 32% 30% 100%

○ 配合飼料の主原料であるとうもろこしと同等、またはそれ以下の価格での供給。

○ 実需者の需要に応じた安定的な供給。

【実需者が産地に求める取組み】
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飼料用米の生産



令和５年産の水田における作付状況（令和５年９月30日時点）

9

（万ha）

新市場

開拓用米
（輸出用米等）

米粉用米 飼料用米
ＷＣＳ用稲

稲発酵

粗飼料用稲

137.0 5.2 0.1 0.5 9.2 4.3 9.8 9.0 10.2 48.3 3.5

138.6 5.1 0.4 0.5 8.0 4.3 9.7 8.8 10.2 47.0 2.2

137.9 4.7 0.4 0.5 7.3 4.2 9.7 8.6 10.2 45.6 3.3

136.6 4.5 0.6 0.6 7.1 4.3 9.8 8.5 10.2 45.6 3.7

130.3 4.8 0.7 0.8 11.6 4.4 10.2 8.5 10.2 51.2 3.6

125.1 5.0 0.7 0.8 14.2 4.8 10.6 8.9 9.9 54.9 3.6

124.2 4.9 0.9 0.8 13.4 5.3 10.5 8.8 8.3 52.8 3.5

－ － － － － － 0.4 0.2 1.6
  (3.5)

－

Ｒ５年産

畑地化面積

Ｈ29年産

Ｈ30年産

Ｒ元年産

Ｒ２年産

Ｒ３年産

Ｒ４年産

主食用米

戦略作物等

備蓄米
加工用米

新規需要米

麦 大　豆
飼料作物

そば
なたね

戦略作物等
合計面積

2.2

【主食用米及び戦略作物等の作付状況】

○ 全国の主食用米の作付面積については、前年実績（125.1万ha）から0.9万ha減少（▲0.7%）し、124.2万ha
となった。

○ 令和５年産で畑地化に取り組む面積は、麦、大豆、飼料作物、そば、なたねのほか、高収益作物等を加える
と3.5万haとなる見込み。

。

注１：加工用米及び新規需要米（米粉用米、飼料用米、ＷＣＳ用稲、新市場開拓用米）は取組計画の認定面積。
注２：備蓄米は、地域農業再生協議会が把握した面積。
注３：麦、大豆、飼料作物、そば、なたねは、地方農政局等が都道府県再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
※Ｒ５年産畑地化面積の戦略作物等合計面積欄の3.5万haについては、麦、大豆、飼料作物、そば、なたねのほか、高収益作物等を加えた面積。



10%
8%
16%

13%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～３ha ３～５ha ５～10ha 10～15ha 15ha～

○ 飼料用米の単収分布（令和３年産）

飼料用米の取組の現状

※農林水産省調べ

各
階
層
の
面
積

単収(kg/10a)

【参考】単収の推移

平均単収：575kg/10a

○ 令和５年（2023年）産の飼料用米作付面積は13.4万haとなり、過去 高となった令和４年（2022年）産から0.8万ha減少したも
のの、基本計画における令和12年（2030年）目標の作付面積9.7万haを上回る水準。

○ また、飼料用米の生産の約５割が経営規模（全水稲の作付面積）が15ha以上の大規模農家により担われている。

○ 飼料用米生産者の経営規模（全水稲の作付面積）別
分布状況（令和３年産）

全水稲の作付規模
15ha以上が約５割

全水稲の作付面積

※農林水産省調べ

平均 575kg /10a

【飼料用米の作付・生産状況】

注：「区分管理」とは、主食用米を生産する圃場とは異なるほ場で飼料用米のみを作付ける手法で、主食用米と同一のほ場で飼料用米を生産する「一括管理」と比べて、多収品種の導入が
容易で、飼料用米の定着が期待できる。
「飼料用米生産量」は、実際の収量を反映した実績値（※Ｒ５年産については認定計画ベースの生産量）。

(kg/10a)

H26年産 H27年産 H28年産 H29年産 H30年産 R元年産 R２年産 R３年産

水稲平年単収 530 531 531 532 532 533 535 535

水稲平均単収 536 531 544 534 529 528 531 539

飼料用米平均単収 554 555 558 549 538 539 539 575 10

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

飼料用米作付面積（万ha） 3.4 8.0 9.1 9.2 8.0 7.3 7.1 11.6 14.2 13.4

うち、多収品種の作付面積（万ha） 1.3 3.0 3.9 4.6 4.5 4.3 4.0 4.6 5.2 5.6

割 合 39% 37% 43% 50% 56% 60% 56% 39% 37% 42%

うち、区分管理の取組面積（万ha） 2.7 6.0 7.3 7.6 7.0 6.5 6.3 9.1 11.3 10.8

割 合 80% 75% 80% 83% 88% 89% 89% 78% 80% 82%

飼料用米生産量（万トン） 19 44 51 50 43 39 38 66 80 72※

（ha）
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○ ⽔⽥活⽤直接⽀払交付⾦水田活用の直接支払交付金等

11

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．戦略作物助成

⽔⽥を活⽤して、⻨、⼤⾖、飼料作物、WCS⽤稲、加⼯⽤⽶、飼料
⽤⽶、⽶粉⽤⽶を⽣産する農業者を⽀援します。

２．産地交付⾦
「⽔⽥収益⼒強化ビジョン」に基づく、地域の特⾊をいかした魅⼒的な

産地づくりに向けた取組を⽀援します。

３．都道府県連携型助成
都道府県が転換作物を⽣産する農業者を独⾃に⽀援する場合に、

農業者ごとの前年度からの転換拡⼤⾯積に応じて、都道府県の⽀援単
価と同額（上限︓0.5万円/10a）で国が追加的に⽀援します。

４．コメ新市場開拓等促進事業 11,000（11,000）百万円
産地と実需者との連携の下、新市場開拓⽤⽶等の低コスト⽣産等

の取組を⾏う農業者を⽀援します。
５．畑地化促進助成 2,215（2,215）百万円

⽔⽥を畑地化し、⾼収益作物やその他の畑作物の定着等を図る取
組等を⽀援します。

① 畑地化⽀援 ③ 産地づくり体制構築等⽀援
② 定着促進⽀援（①とセット） ④ ⼦実⽤とうもろこし⽀援

【令和６年度予算概算要求額 305,000(305,000)百万円】
＜対策のポイント＞
⾷料⾃給率・⾃給⼒の向上に資する⻨、⼤⾖、⽶粉⽤⽶等の戦略作物の本作化とともに、地域の特⾊をいかした魅⼒的な産地づくり、産地と実需者との

連携に基づいた低コスト⽣産の取組、畑地化による⾼収益作物等の定着等を⽀援します。

＜政策⽬標＞
○ ⻨・⼤⾖等の作付⾯積を拡⼤（⻨30.7万ha、⼤⾖17万ha、飼料⽤⽶9.7万ha［令和12年度まで］） ○ 実需者との結びつきの下で、需要に応じた⽣産を⾏う産地の育成・強化
○ 飼料⽤⽶、⽶粉⽤⽶の⽣産を拡⼤（飼料⽤⽶︓70万t、⽶粉⽤⽶︓13万t［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］農産局企画課（03-3597-0191）

戦略作物助成

対象作物 交付単価

⻨、⼤⾖、飼料作物 3.5万円/10a※1

WCS⽤稲 ８万円/10a

加⼯⽤⽶ ２万円/10a

飼料⽤⽶、⽶粉⽤⽶ 収量に応じ、5.5万円~10.5万円/10a※２

産地交付⾦

畑地化促進助成※４

※３︓作付転換の実績や計画等に基づき配分

○ 当年産の以下の取組に応じて資⾦枠を追加配分

＜交付対象⽔⽥＞
・ たん⽔設備（畦畔等）や⽤⽔路等を有しない農地
は交付対象外。

・ ５年間で⼀度も⽔張り（⽔稲作付）が⾏われない
農地は令和９年度以降は交付対象⽔⽥としない。

・ ⽔張りは、⽔稲作付けにより確認することを基本とする。
ただし、①湛⽔管理を１か⽉以上⾏い、②連作障害
による収量低下が発⽣していない場合は、⽔張りを
⾏ったものとみなす。

資⾦枠の範囲内で
都道府県が

助成内容を設定 地域協議会ごとの
助成内容の設定も可能

国

都道府県

地域協議会

取組内容 配分単価

そば・なたね、新市場開拓⽤⽶、地⼒増進作物の
作付け（基幹作のみ） ２万円/10a

新市場開拓⽤⽶の複数年契約 １万円/10a

資⾦枠を配分※３

資⾦枠を配分

営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

交付

申請

＜事業の流れ＞

国 農業者 （１~３の事業、
４・５の事業の⼀部）

農業再⽣協議会等

交付

申請
国 （４・５の事業の⼀部）農業再⽣

協議会等都道府県
申請

定額

※１︓多年⽣牧草について、収穫のみを⾏う年は１万円/10a
※２︓飼料⽤⽶の⼀般品種について、令和６年度については標準単価7.5万円/10a（5.5~9.5万円/10a）

今後、標準単価を段階的に引き下げ、令和８年度において標準単価6.5万円/10a（5.5~7.5万円/10a）とする

※４︓事業の詳細は予算編成過程で検討



○ 現状、飼料用に156万トンの米が畜産農家・配合飼料メーカーに供給されているところ。

米の飼料用としての供給量（令和４年度）

12

飼料用米の供給状況

畜産農家

２１万㌧

配合飼料メーカー

１３５万㌧

【飼料用米供給】

政府所有米穀
７６万㌧

備蓄米 17 万㌧
ＭＡ米 59 万㌧

19万㌧

74万㌧

【需要先】

61万㌧

２万㌧

飼料用米

８０万㌧
※１

【供給】 【需要】

※２

※１： 令和４年産の生産量
※２： 数量は実トンベース

出典：穀物課調べ
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生産コストの低減
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○ 農業競争力強化プログラム（平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部決定）にお

いては、多収品種の導入拡大などによる飼料用米の生産コスト低減、また、耕種農家と畜産農
家の連携による、飼料用米の特徴を活かした畜産物の高付加価値化を図る取組を進めることと
された。

（１） 食料・農業・農村基本計画で掲げた飼料用米の生産努力目標の確実な達成に向けて、生産性の向上
と畜産物のブランド力強化が飼料用米生産の持続可能性の確保につながる理想的なサイクルを実現する
必要がある。

（２） このため、水田活用の直接支払交付金による支援とあわせて、現場で取組可能な飼料用米の生産コ
スト低減策をとりまとめた「飼料用米生産コスト低減マニュアル」や「飼料用米多収日本一」表彰を活用しな
がら、多収品種の導入、多収を実現する低コスト栽培技術の普及などを推進し、飼料用米の生産コスト低
減を進める。

（３） また、耕種農家と畜産農家の連携により、飼料用米を輸入とうもろこしの代替品として利用するだけで
はなく、その特徴を活かして畜産物の高付加価値化を図る取組を進める。

農業競争力強化プログラム（平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部決定） ≪抜粋≫

10 飼料用米を推進するための取組

飼料用米の生産コスト低減に向けて



注１：（ ）内は、生産費全体に占める割合である。 注２：上記の生産費は、出荷前の段階までに掛かる経費であり、搬出・出荷経費、流通経費等は含まれない。
注３：農業所得は、生産費総額から家族労働費、自己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗収益から差し引いて算出される。

産業界との連携や省力技術の
導入等による効果

平均的な姿 米の担い手の姿
（認定農業者15ha以上層）

生

産

費

15,229円/60kg

11,374円/60kg

10,490円/60kg

○ 多収の実現（生産コスト▲16～19%）

（例） ① 多収品種の導入
② 適正な肥培管理

○ 産業界の努力も反映した生産
資材費の低減

（例） ① 未利用資源の活用
（肥料価格▲７％）

② 海外向けモデルの国内展開
（農機価格▲20～30％）

○ 大規模経営に適した省力栽培
技術・品種の開発・導入

（例） ① 直播栽培（労働時間▲25%）
② ＩＣＴを活用した作業管理 等

【目標：約7,615円/60kg】

担い手への農地集積と農地の大区画化を更に
推進することにより、コストを一層削減

《担い手の飼料用米生産コストの考え方》
 米生産費統計の調査対象経営体のうち、飼料用米の作付けがある経営体を対象

に、食用米の費用を100とした場合の割合を聞き取り、これを担い手の米の生産コ
ストに乗じることにより算出。

25年産米生産費
2013年産（基準年）

10年後
2025年産

担い手の飼料用米の生産コスト目標

○ 平成27年６月に決定した日本再興戦略改定2015において、担い手の飼料用米生産コストを2025年産までに2013年産の全国平均から５割削
減する目標を掲げている（15,229円/60㎏→7,615円/60㎏）。

27年産米生産費

担い手（飼料用米）
（認定農業者15ha以上層）

15

【担い手の飼料用米生産コスト（令和４年産）】認定農業者15ha以上層・・・9,760円/60kg（注）

地
域
や
経
営
に
適
し
た
技
術
等
を
選
ん
で
導
入

資料：農林水産省「農業経営統計調査 農産物生産費統計」及び組替集計（令和４年産）
注：令和４年産は、経営耕地面積50ha以上かつ10a当たり資本・利子地代全額算入生産費に対する「賃借料及び料金」の割合が50％以上の経営体を除いた個別経営体の数値である。



○ 農林水産省では、目標の確実な達成に向け「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を公表。

「飼料用米生産コスト低減マニュアル」の作成

現場の農業者が取り組みやすい飼料用米のコスト低減策を示した
「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を作成し、公表しました。なお、
より現場に寄り添ったものとするため、現場での失敗事例とその対応を
整理し、本マニュアルの掲載ホームページに追加掲載しています。

16

「飼料用米生産コスト低減マニュアル」
目次

第１章 多収の達成
１ 取り組む方の条件に応じて収量を確保しやすい品種を作付

けしましょう
（１）多収品種について
（２）多収品種を使用する際の留意事項

２ 肥料をしっかりと投入することで多収を実現しましょう
（１）多収を確保するための多肥栽培
（２）輪作の活用

第２章 栽培の合理化
１ 育苗・田植え作業における生産コスト低減技術

（１）直播栽培の導入
（２）疎植栽培の導入
（３）乳苗移植栽培の導入
（４）プール育苗の導入

２ 施肥管理における生産コスト低減技術
（１）堆肥の利用
（２）安価な肥料の利用
（３）施肥作業の省力・低コスト化

３ 収穫・調整作業等における生産コスト低減技術
（１）立毛乾燥技術の導入
（２）調整工程の簡素化

第３章 規模拡大
（１）農地集積・団地化による規模拡大の推進
（２）作期分散による大規模化の推進



・ 基本性能の
絞り込み

・ 耐久性の
向上 ・フレキシブルコンテナの利

用（機械化に
よる省力化等）

・土壌診断に基づく施肥量の適
正化（肥料の自家配合等）、
精密可変施肥

農業機械の低コスト仕様 肥料コストの低減

未利用資源の活用合理的な農薬使用

・発生予察による効果的か
つ効率的防除

・輪作体系や抵抗性品種の
導入等の多様な手法を組
み合わせた防除（IPM）

⇒ 化学農薬使用量抑制

・鶏糞焼却灰等の利用

⇒土壌改良
資材のフレコン利用
（20kg袋比７%低価格化）

⇒基本性能を絞った海外向け
モデルの国内展開等

（標準モデル比２～３割の低価
格化）

⇒従来品比
７%低価格化

農業⽣産資材価格の引下げ

 ⽣産資材業界の再編や法規制等の⾒直し
 ⽣産資材価格や取引条件等の「⾒える化」

● 今後10年間（2023年まで）で全農地面積の８割を担い手に集積
・ 分散錯圃の解消
・ 農地の大区画化、汎用化

大規模経営に適合した品種

作期の異なる品種の組合わせ

作期を分散することで、同じ人数で作付を拡大でき、機械
稼働率も向上

コシヒカリ コシヒカリミルキーサマー あきだわら

作業ピークを分散
１日当たり
作業量

作業時期

直播栽培（育苗・田植えを省略）

（実証例）

労働時間
18.4時間/10a→13.8時間/10a

（移植） （直播）

費用（利子・地代は含まない）

103千円/10a →93千円/10a
（移植） （直播） 無人ヘリの活用も可能

単収
530kg/10a→700kg/10a
（全国平均） （多肥栽培で単収増）

生産費
16千円/60kg（全国平均）

→13千円/60kg（試算）

スマート農業技術の活用

作業が
短期間に集中

省力栽培技術の導入

営農管理システムの導入等により、
作業のムダを見つけて手順を改善
（実証例）

田植え作業時間
1.62時間/10a→1.15時間/10a
（補植作業時間の削減）

鉄コーティング種子

担い手への農地集積・集約等

密苗栽培

○ 担い手への農地集積・集約化、生産資材価格の引下げ、現場で取組可能な飼料用米の生産コスト低減策を
とりまとめた「飼料用米生産コスト低減マニュアル」や「飼料用米多収日本一」を活用しながら、多収品種の導
入、多収を実現する低コスト栽培技術の普及により単収の向上等を図ることで、生産コストの低減を推進

飼料用米の生産コスト低減に向けた具体的な取組

育苗箱数を減らせるため、資材費の低減が可能。
苗継ぎも少なく省力的
（実証例） 育苗箱数 15～18箱/10a → 5～6箱/10a

多収品種

17

生産資材費の低減



多収品種について

県名 品種名

北海道 そらゆたか（710）

青森県 ゆたかまる（811）

岩手県 つぶゆたか（672）、つぶみのり（687）、たわわっこ（739）

秋田県 秋田６３号（725）、たわわっこ（717）

福島県 たちすがた（599）、アキヒカリ（816）

長野県 ふくおこし（870）

新潟県
新潟次郎（669）、アキヒカリ（709）、亀の蔵（645）、
ゆきみのり（681）、いただき（689）、ゆきみらい(653)

富山県 やまだわら（718）

兵庫県 兵庫牛若丸（615）、あきだわら（563）

島根県 みほひかり（546）

福岡県 タチアオバ（660）、ツクシホマレ（578）、夢一献（575）

宮崎県 タチアオバ（660）、み系358（702）、宮崎52号（620）

主な特認品種の例（令和５年産）多収品種

［注］（ ）の数値は研究機関における実証単収の一例で、単位はkg/10a 18

○ 多収品種については、現在、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」において、以下の２区分
が設けられている。
① 国の委託試験等によって、飼料等向けとして育成され、子実の収量が多いことが確認された21品種（多収

品種）
② 一般的な品種と比べて子実の収量が多く、当該都道府県内で主に主食用以外の用途向けとして生産され

ているもので、全国的にも主要な主食用品種ではないもののうち、知事の申請に基づき地方農政局長等が
認定した品種（特認品種）
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各都道府県において栽培可能な多収品種

都道府県 多収品種 特認品種

北海道
きたげんき、北瑞穂、
たちじょうぶ

そらゆたか

青森県 えみゆたか ゆたかまる

岩手県

べこごのみ、いわいだわら、
ふくひびき、べこあおば、
夢あおば

つぶゆたか、つぶみのり、
たわわっこ

宮城県 東北211号

秋田県 秋田63号、たわわっこ

山形県 山形22号、山形糯110号

福島県
たちすがた、アキヒカリ、
まいひめ

茨城県

べこごのみ、いわいだわら、
ふくひびき、べこあおば、
夢あおば、亜細亜のかおり、
オオナリ、もちだわら、
モミロマン、ホシアオバ、
みなちから、北陸193号、
クサホナミ、ふくのこ、
笑みたわわ

月の光、あきだわら、
ちほみのり

栃木県
月の光

群馬県

埼玉県 むさしの26号

千葉県 アキヒカリ、初星

東京都

神奈川県

山梨県

長野県 ふくおこし

静岡県 どんとこい、あきだわら

新潟県
新潟次郎、アキヒカリ、
ゆきみのり、亀の蔵、
いただき、ゆきみらい

富山県 やまだわら

石川県
アキヒカリ、とよめき、
やまだわら

福井県 あきだわら、シャインパール

岐阜県 あきだわら、アキヒカリ

愛知県 タチアオバ、もみゆたか

都道府県 多収品種 特認品種

三重県

べこごのみ、いわいだわら、
ふくひびき、べこあおば、
夢あおば、亜細亜のかおり、
オオナリ、もちだわら、
モミロマン、ホシアオバ、
みなちから、北陸193号、
クサホナミ、ふくのこ、
笑みたわわ

タチアオバ、あきだわら、
やまだわら

滋賀県 吟おうみ

京都府 あきだわら

大阪府

兵庫県 あきだわら、兵庫牛若丸

奈良県

和歌山県

鳥取県 日本晴、コガネヒカリ

島根県 みほひかり

岡山県
中生新千本、とよめき、
やまだわら

広島県 中生新千本、ホウレイ

山口県
あきだわら

徳島県

香川県

愛媛県 媛育71号

高知県 とよめき、たちはるか

福岡県

べこごのみ、いわいだわら、
ふくひびき、べこあおば、
夢あおば、亜細亜のかおり、
オオナリ、もちだわら、
モミロマン、ホシアオバ、
みなちから、北陸193号、
クサホナミ、ふくのこ、
笑みたわわ、ミズホチカラ、
モグモグあおば

ツクシホマレ、夢一献、
タチアオバ

佐賀県 レイホウ、さがうらら

長崎県 夢十色

熊本県 タチアオバ、越のかおり

大分県 タチアオバ

宮崎県
タチアオバ、み系358、宮崎52号、
ひなたみのり

鹿児島県
タチアオバ、ルリアオバ、
ミナミユタカ、夢十色、
夢はやと、くいつき

沖縄県

（令和５年10月作成）



■ 趣 旨

飼料用米生産農家の生産技術の向上を推進するため「飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術の面から
先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。

■ 内 容（令和５年度）
全国の飼料用米生産者のうち、
①作付面積がおおむね１ha以上（多収品種・
区分管理に限る。）

②飼料用米の多収化、生産コスト低減等に取
り組んでいる

経営体からの応募を受け、飼料用米の10ａ当
たりの収量等が優れる経営体を表彰します。

■ 褒賞区分

・農林水産大臣賞
・農産局長賞
・全国農業協同組合中央会会長賞
・全国農業協同組合連合会会長賞
・協同組合日本飼料工業会会長賞
・日本農業新聞会長賞

■ 令和４年度受賞者（敬称略）

「飼料用米多収日本一コンテスト」の開催
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褒賞区分
単位収量の部 地域の平均単収からの増収の部

受賞者 都道府県 受賞者 都道府県

農林水産大臣賞
農事組合法人長戸北部営農組合

代表理事 木村 透
茨城県 小久保 栄一 埼玉県

農産局長賞
株式会社山中農産
代表 山中 哲大

埼玉県 永松 英昭 佐賀県

全国農業協同組合中央会会長賞
農事組合法人ふながわ
代表者 由井 久也

富山県 倉持 信雄 茨城県

全国農業協同組合連合会会長賞 香山 行徳 茨城県 氏家 信夫 宮城県

協同組合日本飼料工業会会長賞 高杉 伸悦 青森県 海地 博志 山口県

日本農業新聞会長賞 福士 浩樹 青森県
農事組合法人祖父江営農
代表理事 佐竹 利一

岐阜県



農事組合法人長戸北部営農組合 代表理事 木村 透 氏 （茨城県龍ケ崎市）

令和４年度 農林水産大臣賞（単位収量の部）

【経営概況】

○ 役員2名、従業員（パート含む）4名

○ 規模拡大の予定はないが、地域に遊休農地を作らない
ように農地を引き受けている。

〇 飼料用米の作付ほ場の一部は3年に１度、大豆とのブ
ロックローテーションを行う。

ながと ほくぶ

品種 作付面積 単収 地域の単収との差（地域の平均単収）

オオナリ、北陸193号 31.6ha 916kg/10a 382kg/10a（534kg/10a）※

※作柄調整後の地域の平均単収

【作付品目】

○主食用米 ヒカリ新世紀、コシヒカリ等 7.4ha

○飼料用米 オオナリ、北陸193号 31.6ha

○大豆 里のほほえみ 17.6ha

【取組概要】

○ 稲わらは全量をすき込むとともに、収穫後は豚ふん堆肥を800kg/10a施用して土づくりを行っている。

○ 育苗箱1箱当たりの播種量を200g程度と密に播種して、育苗ハウスの使用面積を圧縮して管理作業を省力化している。

○ 8条植えの田植機を使用し、植付けを45株/坪の疎植にすることで、苗箱数を12～13枚/10aに抑えてコストと労力の低減に努めている。

○ 田植えと同時に基肥一発肥料（飼料用米専用一発・早生用）を40kg/10a施用。出穂後7日頃を目安に窒素成分で1kg/10aを農業用ドローンで
追肥している。また、病害虫の防除として育苗箱施薬と農業用ドローンによる殺虫殺菌剤の散布を行い、雑草防除は田植え後初中期一発の
ジャンボ剤を使用する等、作業の省力化に努めている。

○ 収穫は適期収穫を心がけている。出荷はフレコンを使用し、随時、実需者に直接引き取ってもらうことで、保管場所を必要としない。

○ 通常４～６インチロールが一般的である籾すり機を、８インチロールにすることで作業効率の向上を図っている。

○ 主食用米の田植えは4月下旬に行い、飼料用米の田植えは5月の連休から開始して5月中に終える等、作業時期の分散を図っている。

○ 地域の養豚業者と連携し、養豚業者に飼料用米やもみ殻を提供するとともに、豚ふん堆肥を購入して土作りに活用している。

〇 周辺地域の農業者や関係者等と日頃から情報・意見の交換や助言を行っている。

【取組のきっかけ】

○ 「オオナリ」を平成28年産から導入。それまで作付ていた「夢あおば」等に比べ、より多収が期待できることから主力品種とした。

〇 令和2年からは多収品種で複数年契約を行っている。

龍ケ崎市

茨城県

きむら とうる
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小久保 栄一 氏 （埼玉県深谷市）

【経営概況】

○ 家族経営（本人・妻） ○減農薬・減化学肥料

○ 積極的な規模拡大は行わないが、離農者等の農地を引き受けてい
る。

○ 農業機械もオークションなどを常にチェックし、安価で取得している。
作業はできる限り自ら行い、機械化できるものは積極的に行っている。

こくぼ えいいち

品種 作付面積 単収 地域の単収との差（地域の平均単収）

北陸193号 3.6ha 843kg/10a 373kg/10a（470kg/10a）
※

※作柄調整後の地域の平均単収

【作付品目】
○ 主食用米

コシヒカリ、彩のかがやき
2.0ha

○ 飼料用米 北陸193号 3.6ha

【取組概要】

○ 稲わらをすき込み、鶏ふんの完熟堆肥を施用している。鶏ふんは必要量をまかなうため、何回かに分けて引き取りを行う必要があり、都度施用している。

○ 育苗箱を１反あたり12.7枚とし、運搬の労働力を軽減している。なお、育苗は自分で行っている。

○ 以前は、育苗箱を運搬し、ほ場に降ろす作業をしていたが、現在は、作業効率を重視し、軽トラから直接田植機に移すなどの工夫をしている。株数は機械で

設定できる一番少ない坪あたり33株としている。

○ 畜産農家に主食用米を提供し、マニュアスプレッダを無料で借りている。なお、化学肥料は環境への配慮およびコスト低減のため使用していない。

○ 育苗箱の殺虫、殺菌は行うが、ほ場には殺虫・殺菌剤は一切使用しておらず、コスト低減に繋がっている。

○ 当該品種は草丈が高く、雑草に日が当たらないため生えなくなる。ヒエ対策として、除草剤「エリジャン乳剤」を1反あたり、300ccほど施用する。

○ 主食用米と作業時期がずれるよう、栽培品種を選定している。作業効率化及び籾すりの際の粉塵対策として、フレコンを用いてモミで出荷している。

○ 地域の栽培暦作成に協力し、技術の周知を行っている。また、個人からの技術の相談があり、個人毎に適切なアドバイスを実施している。

【取組のきっかけ】

○ 多収品種でどれだけ収量が上がるのか興味があったこと、所得計算が予測できたこと、飼料用米なら籾出荷でき省力・低コスト化が見込めたこと、販売先を

見つけられたこと、また、地域農地保全のメンバーとして地域住民への稲作栽培継承の一例として示すことができる、等の理由から飼料用米を作付するよう

になった。

○ 「夢あおば」では収量が伸びず、多収が見込める品種について調べ、３年前から「北陸193号」を作付。

深谷市

埼玉県

g

令和４年度 農林水産大臣賞（地域の平均単収からの増収の部）
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株式会社山中農産 代表 山中 哲大 氏 （埼玉県加須市）

令和４年度 農産局長賞（単位収量の部）

【経営概況】

○ 常勤２名、臨時雇用１名

○ ほ場集約・団地化に努める。地域では離農者も 多く、
求められれば規模拡大も視野に入れている。

○ 米・麦・大豆の２年３作を行っている。今後は子実用とう
もろこしをローテーションに加え、地域の畜産農家との需
給体制の構築を検討している。

やまなか てつひろ

品種 作付面積 単収 地域の単収との差（地域の平均単収）

みなちから 1.4ha 881kg/10a 368kg/10a（513kg/10a）※

※作柄調整後の地域の平均単収

【作付品目】

○ 主食用米 ほしじるし、彩のかがやき、彩のきずな 8.0ha

○ 飼料用米 みなちから 1.4ha

○ 米粉用米 7.0ha ○ 小麦・大麦 45.0ha

○ 大豆 10ha ○ 子実用とうもろこし 16.0ha

○ 業務用ブロッコリー（JGAP取得） 1.0ha

【取組概要】

○ 稲刈り後は速やかにカルチベーターで田起こしをし、土を乾かすことを心がけている。

○ プール育苗を行い、水管理の省力化を図っている。田植えは育苗箱を1反あたり15枚としている。

○ 施肥については、は種時に育苗専用肥料「苗箱まかせ」による箱底施肥を行うことで肥料効率化を図っている。また、田植時に被膜プラスチッ

クによる海洋汚染を軽減した肥料「Jコート」を側条施肥にて施用し、無駄のない施肥を心がけ費用を抑えている。

〇 病害虫防除については、播種時に殺菌剤の注入、田植え時に殺虫殺菌剤を箱施用している。その後、病害虫防除は行わず、省力とコスト低

減を図っている。

○ 雑草防除については、田植え時に初期剤を散布、その後ラジコンボートで初中期フロアブル剤を散布している。防除は2回のみ。

○ 収穫は立毛乾燥とし水分16％まで乾燥させたのち行っている。乾燥機で14.5％まで乾かしJAへフレコン出荷をしている。

○ 水稲では早生の「彩のきずな」、中晩生「みなちから」、晩生「彩のかがやき」等、栽培することで、収穫時期の分散をしている。

〇 全農の営農管理システムZ-GISを利用。ドローンの導入を検討している。

【取組のきっかけ】

○ 米価の動向を踏まえた経営判断で、３年以上前から飼料用米の作付に取り組んでいる。当初栽培していた「オオナリ」は草勢が過剰で、脱粒
性も見られた。そこで、短稈で難脱粒性であり立毛乾燥ができることから、育てやすくコンバインへの負荷が少ない「みなちから」を選んだ。

加須市

埼玉県

やまなかのうさん
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永松 英昭 氏 （佐賀県杵島郡白石町）

【経営概況】

○ 家族経営（本人、妻、息子の3名）

○ 近隣の飼料用米生産者との共同出資で飼
料用米専用乾燥機等を設置、共同利用によ
る経費節減を図る。

ながまつ ひであき

品種 作付面積 単収 地域の単収との差（地域の平均単収）

ミズホチカラ 1.4ha 741kg/10a 225kg/10a（516kg/10a）※

※作柄調整後の地域の平均単収

【作付品目】

○主食用米 さがびより等 5.5ha

○飼料用米 ミズホチカラ 1.3ha

〇小麦 1.4ha 〇大麦 6.0ha

〇大豆 0.5ha 〇れんこん 1.5ha

【取組概要】

〇 耐倒伏性が強く、多収かつ栽培が容易なため、ミズホチカラを作付けし続けている。晩生品種なため、主食用米との作期
分散、労力分散が図られている。

〇 生産コスト低減を図るため、下記事項に取り組んでいる。

①共同育苗、密苗 ②疎植（50株/坪） ③元肥は、田植時に側条施肥。

④防除は、ウンカ対策の箱剤のみ。病害虫が発生した場合は、単剤を散布。

⑤牛ふん堆肥を無償で提供してもらい、代わりに稲わら・麦わらを近所の畜産農家に供給（耕畜連携） 。

⑥乾燥機を自己保有。 ⑦フレコンによる近隣農業者との共同出荷。

〇 実需者と、年に数回、施肥のタイミング等の栽培管理について打ち合わせを行い、生育状況の確認を行いながら管理して
おり、実需者ニーズを満たした品質のものを出荷している。

【取組のきっかけ】

○ 実需者からの要望により、H28年に飼料用米の取り組みを開始。現在に至るまで安定的な収量を確保している。

白石町

佐賀県

24

令和４年度 農産局長賞（地域の平均単収からの増収の部）




